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別記 様式 （指導監査結果の公開に係る実施要領第３条第２項、第６条第２項）  

 

　法人 指導 監査 結果 概要  

 法人の 名称 社 会福 祉法 人　 香取市 社会 福祉 協議 会

 実施年 月日 令和４ 年９ 月２１ 日 改 善報 告書提 出日 令和 ５年 ２ 月 10 日

 文書指 摘 の内 容 改 善状況

 運営管 理  

（定款 施行 細則 専決 事項 ）  

定款施 行細 則第 30 条 第 2 項に 掲げ る専 決

事項に つい て、 別表 １事 務局長 の 専決 事

項 12「 人件 費及び 定期 的ま たは 軽易 な支

出にか かる もの 全部 、そ の他に つ いて は

1 件 50 万円 未満の 契約 を締 結す るこ

と。」 の文 言につ いて は 、専決 範囲 を明 確

にする こと 。  

（事務 局規 程）  

事務局 規程 第 6 条第 2 項 事務局 長 専決 事

項 につい て 、定款 施行 細則 別表 1 に 定め

る 事務局 長 の専決 事項 との 相違に つ き整

合 させる こ と。  

（理事 の選 任手 続）  

理事の 選任 に関 する 評議 員会の 議 題及 び

議案は 、理 事会 の決 議に より決 定 する こ

とから 、理 事会 にて 理事 候補者 及 び選 任

議案を 決議 する こと 。  

 

 

 

 

 

 

理事 会並 び に評議 員会 にお いて、「 人件 費

の 支 出 及 び 1 件 50 万 円 以 下 の 予 算 執 行

に関 する こ と」に 改め た。  

 

 

 

 

 

事 務 局 規 程 は 変 更 せ ず 、 定 款 施 行 細 則 別

表 1 の 12 を 改正し た 。  

 

 

 

民 生 委 員 改 選 に 伴 う 補 欠 理 事 の 選 任 に 関

す る 評 議 員 会 へ の 議 題 及 び 議 案 に つ い て

は、理事 会にお いて、評議 員会 に提 出す る

候補 者及 び 選任議 案を 示し 議決し た 。  

な お 、 来 年 度 の 役 員 改 選 時 に も 同 様 の 手

続き を行 う 。  
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 会計管 理  

（有価 証券 の運 用・ 管理 ）  

(運用 計画  検証 ）  

資金運 用責 任者 は、 会長 の同意 の もと 、

当該年 度開 始前 に資 金運 用計画 書 を作 成

するこ と。 また 、資 金運 用責任 者 は、 作

成した 運用 計画 に則 り、 毎月定 期 的に 月

次の運 用状 況を 検証 し、 その結 果 を会 長

に報告 する こと 。会 長は 、少な く とも 年

1 回 、運 用状 況を 理事 会に 報告す るこ

と。  

（資金 の運 用等 ）  

統括責 任者 は、 毎月 末日 に資金 (有 価証

券 )の 残高 の実在 を確 か め、そ の内 容を 会

長に報 告す るこ と。  

（有価 証券 の管 理）  

会計責 任者 は、 毎会 計年 度 9 月 末 、 3 月

末に有 価証 券の 時価 と帳 簿価額 の 比較 表

を作成 し、 統括 責任 者及 び会長 へ 報告 す

ること 。  

（預貯 金残 高の 残高 照合 ）  

ネット 銀行 (普通 預金 )が 計算書 類 、財 産

目 録に 計上 され ず一 致し ていな い 。  

（計算 書類 の作 成）  

法令に 基づ く計 算書 類が 適正に 作 成さ れ

ず 、理 事会 及び 評議 員会に おい て計 算書

類 の一 部が 提出 され ていな い。  

（附属 明細 書）  

本所拠 点区 分資 金収 支明 細書別 紙 ３⑩ 、

 

 

 

来 年 度 開 始 前 に 運 用 計 画 書 を 作 成 す る 予

定。  

 

資 金 運 用 状 況 の 検 証 及 び 残 高 を 確 認 し 、

結果 を会 長 の書面 にて 報告 した。 ま た、  

理事 会に 運 用状況 を報 告し た。  

 

 

 

資 金 運 用 状 況 の 検 証 及 び 残 高 を 確 認 し 、

結果 を会 長 の書面 にて 報告 した。  

 

 

9 月 末より 比較 表を 作成 し、会 長等 に報 告

した 。  

 

 

 

決 算 の 訂 正 が で き な い た め 、 令 和 4 年 度

に お い て 、 も れ て し ま っ た 利 子 収 入 を 計

上し た。  

令 和 4 年 度 決 算 よ り 法 令 に 基 づ い た 計 算

書類 を作 成 し、理事 会・評 議員 会に それ が

提出 する 予 定。  

 

令 和 4 年 度 決 算 よ り 法 令 に 基 づ い た 計 算
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 及 び事 業活 動明 細書 別紙３ ⑪は 、省 令で

定 める 様式 「合 計」「 内部 取引 消 」「 拠点

区 分合 計」 欄が 表示 されず 、省 令で 定め

る サー ビス 区分 間取 引によ る内 部取 引消

去 がさ れて いな い。  

（計算 書類 に対 する 注記 ）  

法令に 基づ く計 算書 類に 対する 注 記法 人

全体用 、拠 点区 分用 が適 正に作 成 され て

いない 。  

（法人 全体 用・ 拠点 区分 用共通 ）  

(1)注 記 10「 債権 額、 徴収 不能引 当金 の

当 期末 残高 、債 権の 当期末 残高 」 につい

て 、「 該当な し」 とし てい るが 、残 高を

有 する も表 記さ れて いない 。  

(2)注 記 11「 満期 保有 目的 の債権 の内 訳

並 びに帳 簿 価額 、時価 及び 評価 損益 」に

つ いて 、「該 当な し」と し てい るが、 残

高 を有す る も表 記され てい ない 。  

（拠点 区分 用）  

(1)計 算書 類に対 する 注 記４「 拠点 が作 成

す る計 算書 類と サー ビス 区分」 に ついて

適 正に 作成 され てい ない 。  

(2)注 記５ 「基本 財産 の 増減の 内容 及び 金

額 」、 注記 ８「有 形固 定 資産の 取得 価

額 、減 価償 却累 計額 及び 当期末 残 高」に

つ いて 計数 が相 違し てい る。  

（寄附 金の 受入 れ）  

平成 25 年 度から 令和 2 年度の 間に おい

て、寄 附金 者は 、「香 取 市地域 ぐる み福 祉

書類 を作 成 し、理事 会・評 議員 会に それ が

提出 する 予 定。  

 

 

 

 

令 和 4 年 度 決 算 よ り 法 令 に 基 づ い た 計 算

書類 を作 成 し、理事 会・評 議員 会に それ が

提出 する 予 定。  

 

令 和 4 年 度 決 算 よ り 法 令 に 基 づ い た 計 算

書類 を作 成 し、理事 会・評 議員 会に それ が

提出 する 予 定。  

 

 

 

 

 

 

令 和 4 年 度 決 算 よ り 法 令 に 基 づ い た 計 算

書類 を作 成 し、理事 会・評 議員 会に それ が

提出 する 予 定。  

 

 

 

 

 

今後 指定 寄 附金が あっ た場 合、寄 附 者の  

意 向 を 尊 重 し た 会 計 処 理 と す る 対 応 を し
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 振興基 金」 とし て指 定寄 付金を 行 って い

たが、 会計 処理 にお いて は、経 常 経費 寄

附金収 益に 受入 れす るの みで、 当 該基 金

に組み 入れ され ずに 会計 処理さ れ てお

り、指 定寄 付金 者の 寄附 金の意 向 が反 映

されて いな い。  

（経理 事務 処理 ）  

23 区 地 区社 会福祉 協議 会の 助成 金費 用の

支出に つい ては 、収 支決 算書と 共 に会 計

帳簿、 普通 預金 通帳 、領 収書等 の 証憑 に

基づく 支出 の確 認を する こと。

たい 。  

 

 

 

 

 

 

ま ず 年 度 内 に 23 地 区 社 会 福 祉 協 議 会 の

会 長 と 会 計 の 方 を 集 め 、 来 年 度 よ り 本 会

が 各 地 区 社 協 の 帳 簿 等 証 憑 に 基 づ く 支 出

の確 認を す ること への 協力 を求め た い。  

その 上で 、 支出の 確認 を行 いたい 。


